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  平成２２年９月３０日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第３２号 

   瀬戸市行政組織規則の一部を改正する規則 

 瀬戸市行政組織規則（平成１７年瀬戸市規則第３９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（地域活動支援室） （地域活動支援室） 

第１５条の２ 地域活動支援室は、市民の自治活

動支援を使命とし、この使命を達成するため、

おおむね次の事務を分掌する。 

第１５条の２ 地域活動支援室は、市民の自治活

動支援を使命とし、この使命を達成するため、

おおむね次の事務を分掌する。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

⑸ 瀬戸市地域交流センターに関すること。  

⑹ ＜省略＞ ⑸ ＜省略＞ 

⑺ ＜省略＞ ⑹ ＜省略＞ 

⑻ ＜省略＞ ⑺ ＜省略＞ 

（環境課） （環境課） 

第１９条 ＜省略＞ 第１９条 ＜省略＞ 

２ 環境保全係においては、おおむね次の事務を

分掌する。 

２ 環境保全係においては、おおむね次の事務を

分掌する。 

⑴から⑽まで ＜省略＞ ⑴から⑽まで ＜省略＞ 

⑾ 瀬戸市産業廃棄物等対策委員会に関するこ

と。 

⑾ 瀬戸市産業廃棄物対策委員会に関するこ

と。 

⑿ ＜省略＞ ⑿ ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

（こども家庭課） （こども家庭課） 



第２５条 ＜省略＞ 第２５条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 子育て支援係においては、おおむね次の事務

を分掌する。 

３ 子育て支援係においては、おおむね次の事務

を分掌する。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 子ども手当に関すること。  

⑶ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

⑷ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

⑸ ＜省略＞ ⑷ ＜省略＞ 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

（都市計画課） （都市計画課） 

第２９条 ＜省略＞ 第２９条 ＜省略＞ 

２ 計画係においては、おおむね次の事務を分掌

する。 

２ 計画係においては、おおむね次の事務を分掌

する。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 景観に関すること。 ⑶ 都市景観に関すること。 

⑷から⑹まで ＜省略＞ ⑷から⑹まで ＜省略＞ 

⑺ 瀬戸市景観審議会に関すること。 ⑺ 瀬戸市都市景観審議会に関すること。 

⑻及び⑼ ＜省略＞ ⑻及び⑼ ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 
  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


